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周囲延長が25ｍ以上あり、原則 1周してる柵が対象。鉄筋支柱、防草シート、ト

タン等防護柵を設置するのに必要な資材も補助対象となります！

※令和 3年度からは電気柵、ワイヤーメッシュ柵のみ補助対象となります。ネット、

トタン、金網等は単体では不可ですが、電気柵、ワイヤーメッシュ柵と複合で利用

する場合は可とします。

〈補 助 内 容〉

〈補 助 対 象 柵〉

③ 申請書類提出

窓口または郵送でご提出ください。

※申請書類の他に領収書・防護柵の完成写真・位置図

が必要です。

① 材料購入

領収書が必要ですので，必ず取得してください。

※事業者による取付経費（工賃等）も補助対象

※レシート不可※ポイント支払対象外

② 防護柵設置

設置に関してご不明な点がございましたら，

お気軽にお問い合わせください。

※全面(四方）を囲む等条件有

④ 補助金交付

書類、防護柵等の不備がなければ補助金交付の

手続きに入ります。

※支払いまでに１～２ヶ月かかります。

〈補助対象外例〉

トタン ネット金網

最大7.5 万円
補助率 1／2

※予算がなくなり次第終了となります。

→ ホームページは

こちらからご覧ください!!


